
近
世
に
お
け
る
遠
江
国
掛
川
城
主
の
実
績
を
中
山
と
し
て

山

保

男

回

一
、
「
近
世
」
と
は
、
ど
の
時
代
を
い
う
か

近
世
と
い
う
時
代
名
称
が
、
い
つ
か
ら
用
い
ら
れ
始
め
た
か
、
ま
た
古

代
・
中
世
・
近
世

・
近
代
と
い
っ
た
時
代
区
分
が
、
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
定

着
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
研
究
が
す
す
ん
で
い
な

い
よ
う
で
あ
る
。
思
う
に
そ
れ
は
、
上
世
(
あ
が
れ
る
よ
)
・
中
世
(
な

か
っ
よ
)
・
近
世
F

ち
か
き
よ
)
と
い
う
=
一
段
階
、
も
し
く
は
上
古
・
中

古

・
近
古

・
近
世
と
い
う
四
段
階
に
、
歴
史
を
区
分
し
た
と
こ
ろ
か
ら
発

生
し
た
名
称
で
あ
っ
て
、
そ
の
い
ず
れ
の
場
合
に
も
、

「
近
世
」
と
は
、

今
の
語
源
か
ら
す
れ
ば
「
近
代
」
な
い
し
「
現
代
」
と
い
う
の
に
近
い
意

味
を
お
び
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ま
だ
江
戸
時
代
と

の
親
近
感
が
失
わ
れ
な
か
っ
た
明
治
時
代
の
こ
ろ
ま
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
不

自
然
な
印
象
も
な
く
用
い
ら
れ
つ
づ
け
た
と
思
わ
れ
る
。

右
の
よ
う
に
江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
成
立
し
た
「
近
世
」

の
語
は
、
そ
の
本
来
の
意
味
内
容
が
忘
れ
ら
れ
た
ま
ま
、
現
代
で
は
た
だ

漠
然
と
江
戸
時
代
な
ら
び
に
そ
れ
に
先
行
す
る
安
土
桃
山
時
代
を
指
す
時

代
名
称
と
し
て

一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
安
土
桃
山
時
代
と
江
戸
時
代
と
を
包
括
し
た
時
代
名
称
と
い

え
ば
、
や
は
り
「
近
世
」
以
外
に
適
当
な
も
の
は
思
い
浮
か
ば
な
い
。

そ
こ
で
問
題
は
、
こ
の
安
土
桃
山
時
代
と
江
戸
時
代
と
を

一
括
し
て
、

そ
れ
以
前
の
鎌
倉
・
南
北
朝

・
室
町
時
代

・
す
な
わ
ち
日
本
史
上
の
い
わ

ゆ
る

「
中
世
」
か
ら
、
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
果
し
て
あ
る

の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
大
局
的
に
は
、
封
建
社
会
で
あ
る
と
か
、

武
家
政
治
の
時
代
で
あ
る
と
い
っ
た
点
か
ら
す
れ
ば
、
共
通
点
は
み
ら
れ

な
い
こ
と
も
な
い
が
、
具
体
的
な
社
会
構
造
や
政
治
的
支
配
の
あ
り
方
に

つ
い
て
み
る
と
、
い
わ
ゆ
る
中
世
と
近
世
と
で
は
性
格
上
に
大
き
な
相
違

が
あ
っ
て
、
簡
単
に
同

一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

要
す
る
に
日
本
の
歴
史
を
、
そ
の
実
態
に
即
し
て
時
代
区
分
し
よ
う
と

す
る
限
り
、
「
近
世
」
と
い
う
特
別
な

一
時
代
を
他
か
ら
区
別
し
て
設
定

す
る
の
が
、
最
も
適
切
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
に
日
本
の

封
建
社
会
の
特
色
、
あ
る
い
は
広
く
い
っ
て
日
本
の
歴
史
の
特
色
が
見
出

さ
れ
る
と
も
い
え
る
。

そ
の
意
味
で
は
近
世
の
範
囲
も
、
簡
単
に
は
確
定
で
き
な
い
が
、
ふ
つ

う
に
は
政
治
権
力
の
交
替
な
い
し
変
革
を
基
準
と
し
て
時
代
を
区
分
し
、

織
田
信
長
の
中
央
進
出
(
一
五
六
八
年
H
永
禄
一
一
年
)
も
し
く
は
室
町

幕
府
の
滅
亡
(
一
五
七
三
年
U
天
正
元
年
)
の
時
点
を
も
っ
て
、
近
世
の

始
ま
り
と
し
、
大
政
奉
還
な
ら
び
に
王
政
復
古
(
一
八
六
七
年
川
慶
応
三

年
)
の
時
点
を
、
そ
の
終
末
と
み
る
の
が
、
常
識
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。〈
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献
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l
)
 

内
藤
湖
南
は
、
「
応
仁
の
乱
に
就
て
」
の
中
で
、

「
大
体
今
日
の
日
本

を
知
る
為
に
日
本
の
歴
史
を
研
究
す
る
に
は
、

古
代
の
歴
史
を
研
究
す
る

必
要
は
殆
ど
あ
り
ま
せ
ぬ
。
応
仁
の
乱
以
後
の
歴
史
を
知
っ
て
居
っ
た
ら
、

そ
れ
で
沢
山
で
す
。
そ
れ
以
前
の
こ
と
は
外
国
の
歴
史
と
同
じ
位
に
し
か

感
じ
ら
れ
ま
せ
ぬ
」
と
述
べ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
応
仁
の
乱
以
前
の
歴
史
が
不
必
要
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る



の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
以
前
の
こ
と
を
知
ら
な
く
て
は
、
応
仁
の
乱

に
つ
い
て
も
、
そ
れ
以
後
に
つ
い
て
も
正
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

思
い
ま
す
。
そ
の
点
は
と
も
か
く
と
し
て
、
応
仁
の
乱
に
は
じ
ま
る
戦
国

時
代
以
降
の
歴
史
が
、
近
代
日
本
の
歴
史
に
断
絶
な
く
接
続
し
て
い
る
と

い
う
認
識
は
、
重
要
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
湖
南
の
す
ぐ
れ
た
見
識
が
一市
さ

れ
て
い
る
。
近
代
の
日
本
社
会
に
み
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
の
事
象
は
、
近
世

か
、
せ
い
ぜ
い
応
仁
の
乱
の
時
期
ま
で
遡
れ
ば
、
そ
の
源
流
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
応
仁
の
乱
以
前
と
な
る
と
、

「
外
国
の
歴
史
」
ほ
ど

で
は
な
く
と
も
、
理
解
に
か
な
り
困
難
な
点
が
あ
っ
て
、
近
世
や
近
代
の

状
況
を
も
と
に
類
進
す
る
と
、
か
え
っ
て
大
き
な
誤
り
を
犯
す
こ
と
が
多
い
。

中
学
校
や
高
校
で
の
歴
史
教
育
に
際
し
、
「
荘
園
」
に
つ
い
て
生
徒
に

理
解
さ
せ
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
。
荘
官
と
か
地
頭
と
か
の
具
体
的
な
イ

メ
ー
ジ
を
描
い
て
み
る
こ
と
は
、
大
名
や
代
官
や
、
あ
る
い
は
村
役
人
な

ど
に
比
べ
て
、
は
る
か
に
難
し
い
。

近
世
と
い
う
時
代
は
、
こ
の
よ
う
に
親
近
感
を
抱
か
せ
や
す
い
か
ら
、

こ
れ
を
学
問
的
に
認
識
す
る
こ
と
も
容
易
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
い
が
ち

だ
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。

応
仁
の
乱
に
始
ま
る
戦
国
時
代
は
、
広
い
意
味
で
は
中
世
か
ら
近
世
へ

の
過
渡
期
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
九
五

O
年
前
後
か
ら
の
研
究
動
向
を
大
観
し
て
み
る
と
、
ま
ず
近
世

と
い
う
時
代
を
、
封
建
制
の
成
立
と
発
展
の
過
程
の
上
で
、
ど
の
段
階
に

位
置
づ
け
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
問
題
と
な
り
、
そ
こ
か
ら
さ

ま
ざ
ま
な
問
題
が
派
生
し
て
き
て
い
る
。

こ
の
場
合
の
「
封
建
し
と
は
、
中
国
古
代
に
存
在
し
た
封
建
制
度
で
は

な
く
、
西
欧
の
中
世
社
会
を
特
色
づ
け
る
封
建
制
度
を
指
し
て
い
る
こ
と

は
、
改
め
て
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
。

現
在
の
中
学
校
や
高
校
の
教
科
書
で
は
、

「
発
達
し
た
封
建
社
会
し
と

か
、
「
封
建
社
会
の
完
成
し
と
い
っ
た
標
題
の
も
と
に
、
近
世
の
歴
史
が

記
述
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
く
、
近
世
が
封
建
制
の
時
代
で
あ
る
と
い
う

の
は
、
ほ
と
ん
ど
事
実
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

日
本
の
近
世
社
会
の
様
相
に
、
西
欧
の
封
建
社
会
の
そ
れ
と
類
似
し
た

点
の
あ
る
こ
と
は
、
一

六
世
紀
以
来
、

日
本
に
渡
来
し
た
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
人

ら
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
種
の
報
告
に
も
と
‘
つ
い
て
、

「
日
本

は
そ
の
土
地
所
有
の
純
粋
に
封
建
的
な
組
織
と
、
そ
の
発
達
し
た
小
農
民

〉

(
2
)

経
営
と
を
も
っ
て
L

、
西
欧
の
中
世
す
な
わ
ち
封
建
制
社
会
の
姿
を
再
現

し
て
み
せ
て
い
る
、
と
の
主
旨
を
述
べ
て
い
る
。

「
東
洋
」
と
い
う
一
つ
の
世
界
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
力
説
し

た
の
は
、
津
田
左
右
吉
で
あ
る
が
、
同
じ
よ
う
な
意
味
で
「
ア
ジ
ア
的
し

と
い
う
概
念
も
安
易
に
使
用
す
べ
き
も
の
で
は
な
い

と
思
わ
れ
る
。

日
本

の
歴
史
に
見
出
さ
れ
る
特
徴
が
、
そ
の
ま
ま
ア
ジ
ア
の
諸
地
域
に
共
通
の

特
徴
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
私
た
ち
は
何
よ
り
も
ま
ず

そ
の
日
本
的
な
特
徴
を
正
確
に
認
識
す
る
と
こ
ろ
に
努
力
を
指
向
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
少
な
く
と
も
近
世
と
い
う
時
代
は
、
そ
の
よ
う
な
意
識

的
な
努
力
を
欠
い
て
は
、
客
観
的
な
認
識
を
達
成
す
る
こ

と
は
困
難
な
時

代
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

15 
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三
、
丘
(農
分
離
の
問
題
に

つ
い
て

兵
農
分
離
と
い
う
語
は
、
多
様
な
意
味
に
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。
兵
農

一
致
の
対
立
語
と
し
て
み
れ
ば
、
純
然
た
る
農
兵
制
以
外
の
社

会
制
度
は
、
す
べ
て
兵
農
分
離
の
状
態
で
あ
っ
て
、
軍
事
を
専
門
と
す
る

武
士
と
い
う
身
分
が
古
代
末
期
に
成
立
し
て
以
後
、
丘ハ
と
農
と
は
既
に
身



分
的
に
分
離
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
兵
農

分
離
は
、
も
と
よ
り
日
本
に
特
有
の
現
象
で
は
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
封

建
社
会
な
ど
に
も
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
も
っ
と
狭
い
意

味
で
、
近
世
の
日
本
に
お
い
て
武
士
が
す
べ
て
城
下
町
に
集
住
さ
せ
ら
れ

て
お
り
、
そ
の
個
々
の
武
士
は
農
民
に
対
し
て
直
接
の
支
配
関
係
を
も
た

な
い
か
、
あ
る

い
は
も
っ
て
い
て
も
、
そ
の
権
限
は
極
度
に
制
約
さ
れ
て

い
る
。
と
い
っ
た
状
況
を
指
し
て
、
兵
農
分
離
と
よ
ぶ

こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
兵
農
分
離
は
、
封
建
社
会
と
し
て
は
き
わ
め
て

異
例
な
現
象
と
い
う
べ

く
、
そ
の
点
で
日
本
の
近
世
に
お
け
る
封
建
制
の

特
質
を
解
明
す
る
た
め
の
鍵
が
、
ま
さ
に
こ
の
兵
農
分
離
に
あ
る
と
も
考

え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
意
味
で

の
兵
農
分
離
は
、
主
と
し
て
豊
臣
政
権
の

も
と
で
制
度
化
さ
れ
る
が
、
そ
の
方
向
へ
の
動
き
は
既
に
戦
国
大
名
の
も

と
で
見
出
さ
れ
、
ま
た
最
終
的
に
は
ほ
ぼ
寛
文
・
延
宝
期
(
一
六
六
一

J

八
O
)
に
完
成
を
み
る
。
中
世
か
ら
近
世
へ

の
移
行
は
、
兵
農
分
離
の
体

制
が
完
成
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
で
も
あ
る
。

と
く
に
こ
の
過
程
で
重
要
な
の
は
、
中
世
か
ら
近
世
へ
の
過
渡
期
に
発

生
し
た
士
一
按
や

一
向

一
挟
な
ど
の
反
権
力
闘
争
が
、
兵
農
未
分
離
の
状

況
に
あ
る
農
村
を
そ
の
社
会
基
盤
と
し
て
い
た
、
と
み
ら
れ
る
点
で
あ
る
。

広
い
意
味
で

「
下
剤
上
」
と
よ
ば
れ
る
こ
の
反
権
力
闘
争
の

エ
ネ
ル
ギ
ー

は
、
そ
の
後
に
兵
農
分
離
が
進
行
す
る
過
程
で
、
ど
こ
へ
収
束
さ
れ
て
い

っ
た
か
。
こ
の
下
剤
上
の
運
動
の
中
で
主
導
的
な
役
割
を
果
し
た
国
人
や

地
侍
な
ど
と
よ
ば
れ
る
在
村
の
小
領
主
的
な
武
士
た
ち
の
多
く
が
、
こ
の

過
程
で
武
土
に
編
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
、
近
世
の
武
士
団

が
下
剤
上
の
逼
動
を
組
織
化
し
た
も
の
で
あ
る
な
ど
と
い
わ
れ
る
こ
と
が

あ
る
の
に
も
、
一
理
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
組
締
化
さ
れ
た
武
土
団
は
、

民
衆
と
い
う
根
か
ら
分
離
さ
れ
た
結
果
と
し
て
、
本
来
の
下
魁
上
の

エ
ネ

ル
ギ

ー
を
失
い
、
か
え

っ
て
民
衆
を
抑
圧
す
る
暴
力
装
置
と
し
て
の
役
割

を
果
す
も
の
に
転
化
し
て
い
る
。

「
兵
」
と
し
て
の
武
士
団
が
形
成
さ
れ
て
い
く
過
程
は
、
他
方
に
「
島
民
」

と
し
て
の
農
民
の
共
同
体
が
成
立
す
る
過
程
で
も
あ
っ
た
。
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四
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近
世
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遠
江
を
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る
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固
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権
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田
三
郎
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江
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守
護
に
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れ
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ね
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る
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久
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兼
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治
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た
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五
年
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年
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、
成
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親
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じ
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鎌
倉

に
鎮
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固
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に
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ら
ず
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元
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三
三
六
年
、

元
年

1
一
一一一
一一一九

年
、
四
年
)
年
代
に
宗
良
親
王
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井
伊
谷
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に
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り
本
州
を
経
略
す
る
。

井
伊
道
政
心
を
傾
け
て
こ
れ
を
輔
け
、
興
国
元

年

(
一
三
四

O
年
)
城
陥

ち
、
親
王
越
後
に
お
ち
の
び
る
。

足
利
尊
氏
は
、
今
川
範
国
を
以
っ
て
駿
河

・
遠
江
の
守
護
(
初
代
)
と

な
し
駿
河
に
居
を
か
ま
え
る
。
範
国
は
、
遠
江
を
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の
子
貞
世
(
遠
江
二

代
)
に
侍
へ
守
護
た
ら
し
め
る
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応
安
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元
年
、
二
二
六
八
年

1
二
年
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一
=
一
六
九
年
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中
に
貞
世
を
九
州
探
題
に
し
て
、
そ
の
弟
、

仲
秋
(
遠
江

二
一代

)

に

遠

江

の

守

護

を

領

す

。

)

そ
の
後
駿
河
今
川
氏
の
泰
範
(
遠
江
四
)
が
引
き
継
ぐ
Q(
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※
今
川
氏
に
よ
る
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駿
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の
守
護
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く
で
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る
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仲
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氏
家
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駿
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六
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駿
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五
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忠
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|
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忠
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)
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元
(
需
十
一
・
喜
十
五

)
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真
騒
何
十
二
・
罪
十
六
)

)
の
数
字
は
歴
代
を
示
す
。

/ー、

応
永
十
六
年
(
一

四

O
九
年
)
今
川
泰
範
の
死
後
、
駿
河
は
そ
の
子
範

政
に
、
遠
江
は
応
仁
の
乱
の
功
に
よ
り
尾
張
の
守
護
斯
波
義
重
(
一
四
一

O
年
)
に
与
え
ら
れ
た
。
後
年
遠
江
を
め
ぐ
っ
て
の
今
川
斯
波
の
争
い
は

こ
こ
に
由
来
す
る
。
遠
江
は
守
護
代
と
し
て
甲
斐
氏
が
い
た
が
、
勢
力
な

く
諸
豪
族
割
拠
の
状
態
で
応
仁
の
乱
を
迎
え
る
。

斯
波
氏
に
よ
る
遠
江
の
守
護
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

(一四一

O
年
没
)

※
斯
波
高
経
〓
議
将
ー
義
重
Q

在
五
)
義
淳
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費
六
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廉
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義
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遠
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十
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(
義
廉
は
将
軍
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命
に
よ
り
渋
川
氏
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出
で
あ
る
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斯
波
氏
を
つ
も
ゾ

応
永
十
七
年
・
将
軍
義
持
、
斯
波
義
重
を
遠
江
の
守
護
と
な
る
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今
川

氏
堀
越
の
館
に
移
り
、
尚
東
遠
を
領
有
す
る
。
斯
波
氏
、
本
州
を
経
略
し

て
西
遠
を
領
地
す
る
。
こ
の
こ
ろ
州
内
の
豪
族
斯
波
、
今
川
両
家
に
分
属

し
て
争
奪
戦
を
く
り
か
え
す
も
決
着
つ
か
ず
。
ほ

為
憲
(
※
藤
原
維
幾
の
子
、
遠
江
権
守
木
工
助
)
の
子
孫
に
あ
た
る
原

師
清
が
遠
江
国
佐
野
郡
原
之
圧
を
食
口
巴
と
し
、
原
氏
を
称
し
原
氏
の
原

祖
と
な
る
。
為
憲
の
五
世
を
原
権
守
と
い
う
。
こ
こ
に
原
氏
の
系
譜
を

整
理
し
て
、
こ
の
時
代
の
流
れ
を
さ
ぐ
っ
て
お
く
。

初
代
・
原
師
清
|

|
為
憲
の
子
孫

二
代
・
清
仲
l
l
l
遠
江
権
守
(
相
良
二
郎
)

三
代
・
清
行
四
郎
政
孝

O

鎌
倉
武
鑑
、
駿
国
雑
誌
に
、
「
清
行
が
兄
弟
に
、
久
能
四
郎

宗
仲
、
橋
爪
四
郎
維
次
あ
り
、
何
れ
も
武
勇
の
人
な
り
。

L

と
あ
る
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四
代
・
清
益
三
郎

O
平
家
物
語

「
三
草
勢
ぞ
ろ
へ
の
事
し
の
う
ち
に
「
原
の
三
郎

清
益
」
と
あ
り
、
そ
の
他
に
も
見
え
る
。

O
建
久

一
O
年
乙
未
三
月
二
二
日
没
し
、
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福
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中
興
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長
福

寺
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時
安
玄
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大
禅
定
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と
し
て
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右
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献
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O

こ
の
頃
、
今
川
の
兵
が
遠
州
に
入
り
、
長
福
寺
は
兵
火
に
か

か
っ
た
。
頼
景
は
長
福
寺
の
再
興
に
つ
と
め
た
。

O

明
応
=
一
年
(
一
四
九
四
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八
月
、
住
僧
は
恵
珊
長
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円

通
院
の
松
堂
高
盛
和
尚
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寺
一
記
に
あ
り
と
掛

川
誌
稿
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し
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い
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え
て
い
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寿
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二
代
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・
三
代
永
寿
)

0

三
代
目
、
永
寿
は
、
応
仁
年
代
に
榛
原
郡
の
質
侶

(
志
都
呂

・
志
戸
呂
)
の
横
岡
に
移
り
、
城
跡
が
残
っ
て
い
る
o
は

範
国
五
世
の
孫
、
義
忠
(
一
四
三
五
年
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四
七
六
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)
、
将
軍
義
政

(
宝
徳
一
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、
一
四
四
九
年
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一
四
七
三
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、
文
明
五
年
)
の
命
を
奉
じ
、

し
ば
し
ば
国
内
を
経
略
し
、
狩
野
七
郎
右
衛
門
尉
、
巨
海
新
左
衛
門
尉
の

二
氏
を
討
っ
て
国
府
の
城
を
圏
み
城
を
攻
め
落
す
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文
明
七
年
(
一
四
七

五
年
)
義
忠
、
横
地
・
勝
間
田
二
氏
を
討
っ
て
こ
れ
に
克
ち
、
帰
陣
せ
ん

と
し
、
櫨
買
坂
に
戦
死
す
。
子
氏
親
幼
に
し
て
家
を
嗣
ぐ
、
時
に
今
川
貞

世
の
孫
今
川

一
秀
、
本
州
見
付
の
城
に
在
り
、
こ
こ
よ
り
駿
河
に
移
り
氏

親
の
後
見
に
な
る
0
6

遠
江
国
守
護
一
覧
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「
日
本
史
辞
典
」
に
よ
る
)
的

建
武
三
(
二
一
一
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六
年
)
暦
応
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一
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=
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年
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今
川
範
国
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応
二
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三
九
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〉
康
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(
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四
三
年
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仁
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義
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貞
和
二
(
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三
四
六
年
)

千
葉
貞
胤

貞
和
三
(
一
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四
七
年

)
1
貞
和
五
(
一
三
四
九
年
)
高
師
泰

貞
和

五

(
一
三
四

九

年

)

今

川

範

国

観
応
二
(
一
三
五
一
年

)
|

仁
木
義
長

観
応
=一

(
一
三
五
二
年
)
|
至
徳
一
(
一
三
八
三
年
)
今
川
範
国

至
徳
一
(
一
三
八
三
年
)
嘉
慶
二
(
一
三
八
七
年
)
今
川
貞
世

応
永
四
(
一

三
九

七

年

)

応

永

六

(
二
二
九
九
年
)
今
川
仲
秋

応
永
七
(
一
四

O
O年
)
応
永
八
(
一
四

O
一
年
)
今
川
泰
範

応
永
十
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三
四

O
五
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〉
応
永
十
四
(
一
四

O
七
年
)
斯
波
義
重

応
永
十
四
(
一
四

O
七
年
)
l
応
永
二
十
こ
四
二
二
年
)
今
川
泰
範

応
永
二
十
六
(
一
四

一
九
年
)
1
永
享
五
(
一
四
三
三
年
)
斯
波
義
淳

永
享
五
(
一
四
=
三
一
年
)
l
永
享
八
(
一
四
三
六
年
)
斯
波
義
郷

永
享
八
(
一
四
三
六
年
)
i
享
徳
一
(
一
四
五
二
年
)
斯
波
義
健

享
徳
一
(
一
四
五
二
年
)
|
寛
正
一
(
一
四
六

O
年
)
斯
波
義
敏

寛
正
一
(
一
四
六

O
年
)
|
寛
正
二

(
一
四
六

一
年
)
斯
波
松
王
丸

寛
正
二
(
一
四
六
一
年
)
文
正

一

(
一
四
六
六
年
)
斯
波
義
廉

文
正
一
(
一
四
六
六
年

)

|

斯

波

義

敏

文
正

一

(
一
四
六
六
年
)
文
明
一
一
(
一
四
七

O
年
)
斯
波
義
廉

延
徳
三
(
一
四
九

一
年
)
|
文
亀

一

(
一
五

O
一
年
)
斯
波
義
寛

永
正
五
(
一
五

O
八
年
)
|
大
永
六
(
一
五
二
六
年
)
今
川
氏
親

大
永
六
(
一
五
二
六

年

)

天

文

五

(
一
五
三
六
年
)
今
川
氏
輝

天
文
五
(
一
五
三
六
年
)
1
永
禄
三
(
一
五
六

O
年
)
今
川
義
元

掛
川
城
の
築
城
年
代
に
つ
い
て
は
判
明
し
が
た
い
面
が
あ
る
が
、
『

小

笠
郡
誌
』
(
名
著
出
版
)
に
よ
る
と
、

「
明
応
中
(
元
年
、
一
四
九
二
年
J

明
応
九
、

一
五

O
O年
)
氏
親
其
臣
朝
比
奈
備
中
守
泰
慢
に
命
じ
、
掛
川

に
新
城
を
築
か
し
め
泰
煎
を
1
Yて
之
を
守
ら
し
む
。
氏
親
父
義
忠
の
遺
志

を
継
ぎ
専
ら
本
州
を
経
略
す
O
(
』
と
あ
る
。
し
か
し
、
「

掛
川
市
誌
』
(

昭
和
四
十
三
年
刊
)
に
は
、
「
・

・
・
文
明
初
年
(
一
四
六
九
年
)
と
言

う
。
資
料
叢
書
遠
江
は
、
明
応
文
亀
(
明
応

一・

一
四
九
二
年
J
文
亀
三
・

一
五

O
三
年
)
の
頃
と
言

っ
て
い
る
が
、
掛
川
誌
稿

ぶ

に
は
、
宗
長
手
記
を
引
い

て、

「
朝
比
奈
備
中
守
藤

原
泰
照
当
国
の
こ
と
を
承

り
、
初
て
此
山
を
見
た
て

城
を
築
き
、
本
棋
に
井
(

戸
)
を
掘
り
し
が
、
終
に

水
に
ほ
り
あ
た
る
。
麓
の

川
の
底
と
同
じ
。
此
域
を

円む



繰
て
大
な
る
川
有
り
、
何
て
掛
川
と
い
ふ

に
や
。

」
と
あ
り
、
唯
惜
し
む
ら
く
は
築

城
の
年
紀
を
欠
い
て
い
る
。
け
れ
ど
も
又

永
正
元
年
(
一
五
O
四
年
)
九
月
十

一
日

今
川
氏
親
武
州
へ
進
発
、
十
三
日
朝
比
奈

備
中
守
、
福
島
左
衛
門
尉
駿
遠
両
国
の
軍

勢
遂
日
出
陣
す
と
言
う
こ
と
も
見
え
て
い

る
か
ら
、
永
正
元
年
に
は
泰
一
烈
は
既
に
掛

川
に
在
っ
て
、
明
応
文
亀
の
聞
に
築
い
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
又
僅
俗
の
口
碑
に
、
永

正
十
年
(
一
五

二
二
年
)
城
を
築
き
、
八

月
二
十
日
上
棟
し
た
と
伝
え
て
い
る
。
永

正
九
年
十
二
月
泰
慣
が
死
亡
し
た
こ
と
か

ら
考
え
れ
ば
、
翌
春
泰
能
襲
職
の
後
修
理
し
た
こ
と
を
誤
り
伝
え
た
も
の

で
あ
ろ
う
o
侶
」
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の

一
一
誌
を
比
べ
て
み
る

と
「
郡
誌
』
の
方
だ
と
明
応
年
間
の
一
四
九
二
J
一
五
O
O
年
の
九
年
の
聞

に
築
城
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
「
市
誌
』
の
方
だ
と
文
明
元
年
の
一
四
六

九
年
と
明
応
文
亀
年
間
の

一
四
九
二

J
一

a

五
O
三
年
の
十
二
年
の
聞
に
築
城
さ
れ
た

・
d

こ
と

に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
=
一
つ
の
考
え

j
レ
r

方
の
内
、
義
忠
の
死
(
一
四
七
六
年
)
後

の
明
応
文
亀
年
間
の
後
半
の
氏
親
の
代
に

い
ぷ
ぷ

築
城
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

¥、
1
4
叫

こ
こ
で
朝
比
奈
備
中
守
泰
烈
(
掛
川
城

上
、

主
四
代
目
・
一

四
七
二
年
J
一
五

一一

一
年
)

の
業
績
で
あ
る
が
、
掛
川
城
の
築
城
と
氏

親
の
命
に
よ
り
、
永
正
七
年
(
一
五一

O

年
)
斯
波
氏
が
遠
江
奪
還
に
動
き
出
し
、

同
九
年
に
は
、
三
河
吉
良
氏
の
将
、
大
河

内
備
中
守
貞
綱
が
尾
張
守
護
斯
波
義
達
と

と
も
に
遠
州
引
馬
城
(
浜
松
市
)

れ
を
討
っ
た

oω

五
代
目
掛
川
城
主
・
朝
比
奈
備
中
守
泰
能
は
、
永
正
十
年
幼
く
し
て
職

を
つ
ぎ
叔
父
右
京
亮
泰
以
が
補
佐
し
な
が
ら
、
先
代
泰
照
の
築
城
し
た
城

を
修
築
し
た
。
弘
治
三
年
(
一
五
五
七
年
)
八
月
三
十
日
卒
し
た
っ
ω

六
代
目
掛
川
城
主

・
朝
比
奈
備
中
守
泰
朝
は
、
弘
治
三
年
職
を
つ
ぎ
、

氏
親
卒
し
氏
輝
早
世
し
(
天
文
五
年

(
一
五
三
六

・
三
・

一
七
(
一
一
十
四

才
)
没
す
)
|
|
|
義
元
が
継
い
で
立
ち
、
駿

・
遠
・
参
を
領
有
す
。
永
禄

=
一年

(
一
五
六

O
年
〉
義
元
(
四
十
二
才
)
・

・・

織
田
信
長
と
戦
っ
て

桶
峡
間
に
戦
死
す

こ

五
六

O
年
五
月
十
九
日
)

0

其
子
、
氏
真
不
肖
に

し
て
国
人
が
離
叛
し
、
永
禄
十
一
年
(
一
五
六
八
年
)
武
田
信
玄
襲
っ
て

駿
河
を
取
る
。
氏
真
出
奔
し
て
掛
川
の
城
に
入
る
(
一
五
六
八
年
十
二
月

十
三
日
)

0

城
将

・
朝
比
奈
泰
朝
奉
じ
て
守
備
を
厳
に
す
。
徳
川
家
康
、

掛
川
城
を
園
む
、
城
抜
け
ず
。
翌
永
禄
十
一
一
年
(
一
五
六
九
年
)
家
康
・

・
氏
真
を
諭
し
て
和
を
議
す
(
一
五
六
九
年
三
月
八
日
)

0

氏
真
同
年

五
月
二
十
三
日
泰
朝
と
と
も
に
域
を
家
康
に
渡
し
て
出
て
相
模
に
移
り
、

北
保
氏
に
す
が
る
。
今
川
氏
亡
ぶ
。
今
川
氏
十

一
代
二
百
余
年
、
広
州
を

領
有
し
た
が
是
に
至
っ
て
其
杷
絶
ゆ
、
と
『
小
笠
郡
誌
』
に
あ
り
4
氏
輝

の
死
後
義
元
が
継
い
で
桶
峡
聞
に
戦
死
し
、
氏
真
が
掛
川
城
を
家
康
に
開

け
渡
す
ま
で
の
年
代
(
十
二
年
間
)
を
泰
朝
は
掛
川
域
主
を
つ
と
め
た
こ

と
に
な
る
。

に
よ
っ
て
付
近
を
侵
略
し
た
の
で
、
こ
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(
叩
)
『
掛
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市
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p
m
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(
5
)
の
義
忠
の
生
涯
で
あ
る
が
、

『
市
誌
』
は
二
十
八
才

に
て
死
亡
と
な
っ
て
い
る
が

(
p
m
)
、
前
掲
『
静
岡
県
の

歴
史
』
だ
と
四
十

一
才
死
亡
と
な
っ
て
い
る

(
p
m
)
0
本

拙
筆
は
、
後
者
の
方
に
従
っ
た
。
ち
な
み
に
義
忠
は

一
四
三

六
J
一
四
七
六
年
の
四
十
一
年
の
生
涯
だ
と
思
う
。
文
明
五

年
(
一

四
七
三
年
)
遠
州
掛
川
荘
の
代
官
職
(
前
掲
『
静
岡

県
の
歴
史
』

p
m

『
小
笠
郡
誌
」

p
拘

J
却

(
日
)

玉
、
近
世
の
掛
川
城
主
と
そ
の
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て

(
一
)
領
主
や
百
姓
の
文
化
水
準
の
高
さ

幕
藩
体
制
社
会
は
、
領
主
と
百
姓
と
い
う
基
本
的
階
層
関
係
に
よ
っ
て

成
立
し
た
社
会
で
あ
る
。
そ
の
中
で
領
主
の
存
在
で
あ
る
と
か
百
姓
の
存

在
形
態
な
ど
は
、
十
分
に
理
解
さ
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
領
主
は
一

様
に
は
説
明
し
き
れ
な
い
多
様
性
が
あ
っ
た
り
、
百
姓
に
も
同
様
の
多
様

性
が
あ
る
。
例
え
ば
幕
藩
体
制
社
会
に
お
け
る
百
姓
の
存
在
形
態
、
と
り

わ
け
文
化
的
存
在
形
態
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
幕
藩
体
制
が
成
立
す
る
と

領
主
は
支
配
す
る
領
内
の
村
々
に
「
年
貢
割
付
状
し
を
発
し
た
。
ま
た
、

そ
れ
に
よ
り
年
貢
収
取
が
完
了
す
る
と

「
年
貢
皆
済
目
録
」
を
発
し
て
そ

の
支
配
を
貫
徹
し
て
い
っ
た
。

こ
の
時
に
知
ら
れ
る
村
役
人
と
か
百
姓
た
ち
は
、
そ
う
し
た
「
年
貢
割

付
状
」
や

「
年
貢
皆
済
目
録
」
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
百
姓
た
ち
で
あ
っ

た
し
、
ま
た
年
貢
収
納
の
過
程
で
個
々
の
百
姓
が
ど
の
よ
う
な
年
貢
量
を

負
担
す
る
か
な
ど
、
明
ら
か
に
加
減
乗
除
の
計
算
能
力
を
持
っ
た
百
姓
た

ち
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
事
は
、
換
言
す
れ
ば
幕
藩
体
制
社
会
は
、
そ
う
し
た
百
姓
た
ち
の

一
定
の
文
化
的
水
準
を
前
提
と
し
た
成
立
し
た
社
会
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

ま
た
、
こ
う
し
た
文
化
水
準
な
り
文
化
環
境
に
あ
っ
た
百
姓
た
ち
は
、
視

点
を
変
え
れ
ば
、
物
を
考
え
、
言
わ
せ
れ
ば
物
も
言
う
百
姓
た
ち
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
O
H
U

(
二
)
近
世
初
期
の
一二
代
に
わ
た
る
徳
川
方
掛
川
城
主

こ
の
よ
う
な
文
化
水
準
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
近
世
に
お
け
る
百
姓
や

村
役
人
等
の
上
に
支
配
者
と
し
て
存
在
し
た
域
主
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。

今
川
氏
の
家
臣
朝
比
奈
氏
が
三
代
に
わ
た
っ
て
城
主
を
務
め
た
掛
川
城

も
家
康
と
の
攻
防
で
徳
川
方
に
わ
た
り
、
永
禄
十
二
年
五
月
六
日
酒
井
左

衛
門
尉
忠
次
(
七
代
城
主
)
等
に
よ
っ
て
開
域
守
備
さ
れ
、
徳
川
の
城
と

な
っ
た
。
酒
井
氏
は
、
五
月
六
日
受
け
取
り
二
十
二
日
ま
で
在
域
し
た
。

つ
づ
い
て
石
川
日
向
守
家
成
(
八
代
城
主
)
が
、
五
月
よ
り
家
康
か
ら

当
城
を
与
え
ら
れ
八
千
石
を
領
し
て
域
主
と
な
っ
た
。
そ
し
て
家
成
は
天

正
十
二
年
(
一
五
八
四
年
)
に
四
十
七
才
で
、
家
督
を
子
の
康
通
(
九
代

城
主
)
に
譲
っ
た
。

し
か
し
家
康
系
の
家
臣
は
後
に
関
東

一
円
に
移
封
さ
れ
、
石
川
康
通
も

上
総
成
戸
(
鳴
渡
)
へ

一
一万
石
が
与
え
ら
れ
て
去
っ
た
。
こ
の
時
、
天
正

十
八
年
(
一
五
九

O
年
)
で
あ
る
。

こ
の
年
の
六
月
二
十
八
日
秀
吉
武
蔵
国
江
戸
を
家
康
の
域
地
と
定
め
る
。

そ
し
て
七
月
十
三
日
秀
吉
関
東
八
国
を
家
康
に
付
与
す
る
。
八
月

一
日
家

康
江
戸
城
に
入
城
す
る
。

こ
の
間
、
徳
川
氏
の
家
臣
が
掛
川
城
主
を
務
め
た
の
は
、
永
禄
十
二
年

の
酒
井
氏
か
ら
石
川
康
通
の
関
東
移
封
ま
で
の
天
正
十
八
年
ま
で
実
に
二

十

一
年
間
で
あ
る
o

ロ

石
川
家
成
は
、
天
文
三
年
三
河
国
西
野
に
生
る
。
の
ち
東
照
宮
に
つ
か

へ
た
て
ま
つ
り
、
父
清
兼
死
す
る
の
の
ち
、
仰
に
よ
り
て
遺
跡
を
継
、
永

禄
元
年
は
じ
め
て
=
一河
国
寺
部
を
せ
め
た
ま
ふ
の
と
き
先
鋒
に
す
す
む
。

=
一年
尾
張
国
棒
山
の
城
ぜ
め
に
、
家
成
仰
を
う
け
た
ま
は
り
て
、
軍
を
三

部
に
分
ち
、
酒
井
左
衛
門
尉
忠
次
と
と
も
に
諸
軍
を
指
揮
す
。
の
ち
石
瀬

合
戦
及
び
長
沢
域
ぜ
め
の
と
き
も
、
先
鋒
に
列
す
。
六
年
三
河
国
一
向
専

ハU
円
ノ
臼



修
の
門
徒
蜂
起
す
。
家
成
が
一
族
等
彼
門
徒
た
る
に
よ
り
、
お
ほ
く
一
撲

に
興
す
と
い
え
ど
も
、
家
成
は
宗
旨
を
あ
ら
た
め
岡
崎
に
参
り
て
し
ば
し

ば
軍
忠
を
は
げ
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
一
族
等
も
志
を
あ
ら
た
め
御
摩
下
に

至
る
も
の
多
し
。
こ
の
時
、
東
三
河
は
今
川
に
属
せ
し
か
ば
、
家
成
山
中

の
砦
を
守
り
て
敵
と
対
陣
す
。
其
後
一
宮
の
後
詰
、
御
油
下
地
の
戦
に
も
、

し
た
が
い
た
て
ま
つ
る
。

十
二
年
氏
真
が
こ
も
れ
る
掛
川
城
を
せ
め
た
ま

ふ
に
も
、
先
隊
と
な
り
て
急
に
せ
め
う
ち
、
つ
い
に
こ
れ
を
抜
。
氏
真
和

を
乞
て
ひ
き
し
り
ぞ
く
。
よ
り
て
掛
川
城
を
家
成
に
た
ま
ふ
。
こ
の
と
き

御
摩
下
の
土
加
藤
新
五
左
衛
門
某
、
同
新
七
郎
某
、
同
三
七
郎
正
安
、
成

瀬
惣
一
郎
某
、
渡
辺
甚
平
次
某
等
を
附
属
せ
ら
る
。
こ
れ
よ
り
さ
き
三
河

一
国
の
士
を
二
手
に
分
た
れ
、
酒
井
忠
次
を
よ
び
家
成
を
旗
頭
と
し
、
西

三
河
の
諸
士
は
家
成
、
東
三
河
は
忠
次
こ
れ
を
指
揮
す
る
の
と
こ
ろ
、
家

成
こ
の
城
を
た
ま
は
り
て
住
す
る
に
よ
り
、
旗
頭
は
姪
伯
香
守
数
正
に
譲

り
、
家
成
は
一
手
役
の
将
と
な
る
。
元
亀
元
年
織
田
右
府
(
信
長
)
比
叡

山
を
か
こ
み
せ
む
る
の
と
き
、
仰
に
よ
り
て
、
酒
井
忠
次
と
と
も
に
援
兵

と
し
て
近
江
国
に
い
た
り
、
佐
々
木
承
禎
(
六
角
義
賢
)
と
日
々
相
戦
ふ
。

三
年
十
月
武
田
信
玄
み
づ
か
ら
遠
江
国
に
出
張
せ
し
か
ば
、
武
田
家
に
志

を
通
ず
る
も
の
多
し
。
掛
川
に
近
き
香
具
阿
の
城
主
も
志
を
変
ず
る
に
よ

り
、
家
成
掛
川
よ
り
夜
討
し
て
暁
に
い
た
り
、
つ
い
に
其
首
将
を
討
取
城

を
せ
め
お
と
す
。
十
二
月
三
方
原
の
役
に
は
、
家
成
掛
川
城
を
守
る
が
ゆ

へ
に
陣
に
の
ぞ
ま
ず
。
従
土
等
逸
し
て
戦
を
ま
っ
。
天
正
元
年
正
月
、
武

田
が
兵
を
討
む
と
て
、
東
三
河
に
御
進
発
あ
り
。
家
成
従
士
を
率
ゐ
て
し

た
が
い
た
て
ま
つ
り
、
隊
伍
を
と
と
の
へ
て
甲
軍
に
し
め
す
。
敵
こ
れ
を

見
、
去
年
の
敗
績
に
、
三
河
の
将
士
再
び
い
き
お
い
を
ふ
る
わ
じ
と
お
も

い
し
に
、
今
な
お
其
軍
伍
の
盛
む
な
る
を
み
る
。
か
の
兵
は
み
だ
り
に
か

ろ
む
ず
べ
か
ら
ず
と
、
い
い
あ
へ
り
し
と
な
り
。
八
年
家
を
男
康
通
に
譲

り
て
致
仕
す

ouと
「
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
に
あ
り
、
家
康
の
命
に
よ
り
掛

川
城
を
居
城
と
し
て
特
に
三
河
国
遠
江
国
の
二
固
に
ま
た
が
っ
て
活
躍
し

た。

ハ
三
〉
掛
川
に
豊
臣
秀
吉
の
家
臣
・
・
・

山
内
一
豊

天
正
十
八
年
(
一
五
九

O
年
)
七
月
以
降
、
駿
遠
豆
の
三
国
は
出
て
行

く
人
、
入
っ
て
来
る
人
で
ご
っ
た
返
す
の
で
あ
る
が
、
家
康
と
そ
の
将
士

ら
が
関
東
に
移
る
と
、
代
わ
っ
て
駿
河
と
遠
江
の
両
国
に
は
豊
臣
秀
吉
の

家
臣
が
入
っ
て
来
た
。
す
な
わ
ち
浜
松
域
に
堀
尾
吉
晴
(
十

一
万
二
千
石
)
、

掛
川
域
に
山
内
一
豊
(
五
万
一
千
石
)
、
横
須
賀
城
に
渡
瀬
詮
繁
(
十
一
一
一

万
石
、
間
も
な
く
有
馬
豊
氏
に
代
わ
る
)
そ
れ
に
駿
府
へ
入
っ
た
中
村
一

氏
(
十
四
万
五
千
石
)
ら
で
あ
っ
た
。

家
康
の
領
地
と
な
っ
た
伊
豆
、
さ
ら
に
は
秀
吉
系
の
武
将
に
よ
る
支
配

を
受
け
る

こ
と
に
な
っ
た
駿
河
、
遠
江
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
名
に
よ
る
直

接
的
支
配
を
受
け
る
村
々
、
あ
る
い
は
ま
た
家
康
や
秀
吉
ら
の
代
官
に
よ

る
支
配
を
受
け
る
村
々
が
現
れ
て
く
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
に
よ
る
支
配
が

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
詳
細
を
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
そ
う

し
た
状
況
の
中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
中
村
一
氏
や
山
内
一
豊
ら
が
と
も

に
領
内
耕
地
の
量
的
拡
大
を
企
図
し
て
い
る
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
o
は

山
内

一
豊
一
(
十
代
城
主
)
は
、
天
正
十
八
年
(
一
五
九

O
年
)
か
ら
慶

長

五

年

三

六

O
O年
)
ま
で
の
十
一
年
間
掛
川
城
主
に
あ
っ
た
豊
臣
方

の
家
臣
で
、
近
江
長
浜
(
二
万
石
)
か
ら
秀
吉
の
腹
臣
と
し
て
掛
川
城
主

に
封
ぜ
ら
れ
た
。
領
地
は
、
遠
江
国
佐
野
榛
原
で
五
万
石
、
伊
勢
国
領
地

等
で
一
万
石
計
六
万
石
の
大
名
と
な
っ
た
。
後
に
関
ヶ
原
の
戦
三
六

O

O
年
)
の
戦
功
に
よ
り
土
佐
二
十
万
二
六

O
石
の
国
主
と
し
て
高
知
城
に
移

っ
た
。
掛
川
に
入
っ
た
山
内
一
豊
は
、
領
国
経
営
に
関
心
を
寄
せ
、
新
田

開
発
に
積
極
的
に
取
組
ん
で
い
た
0
6ま
た
一
豊
は
掛
川
城
を
本
格
的
な
近

世
城
郭
に
改
め
た
。
又
城
下
町
を
整
備
し
た
。
一
豊
は
安
土
姫
路
大
阪
な

ど
の
各
城
の
築
域
に
加
わ
り
、
多
く
の
城
の
構
造
を
み
、
城
大
工
や
石
垣

師
を
は
じ
め
、
城
普
請
に
つ
い
て
は
相
当
な
知
識
を
持
っ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
の
経
験
を
生
か
し
掛
川
城
を
築
城
。

同
時
に
城
下
の
町
割
も

行
い
、
町
の
造
成
を
築
城
事
業
の
一
部
と
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
一

豊
の
入
城
す
る
前
の
掛
川
城
の
規
模
は
小
さ
い
。
域
の
修
理
と
拡
張
を
大

々
的
に
行
い
近
世
城
郭
と
し
て
整
え
た
。
山
山
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ま
た

一
豊
は
掛
川
は
初
め
て
大
名
に
取
り
立
て
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
、
よ

ほ
ど
思
い
出
の
地
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
新
し
い
封
地
土
佐

に
入
封
す
る

と
間
も
な
く
、
自
ら
が
尊
崇
し
続
け
た
掛
川
城
の
北
に
あ
る
竜
尾
神
社
へ

山
内
一
豊
の
子
康
豊
の
産
土
神
)
を
土
佐
に
勧
請
し
て
掛
川
神
社
を
創
建

し
、
土
佐
藩
の
守
護
神
と
し
た
。
だ
か
ら
駿
河

・
遠
江
の
文
化
や
風
俗
は
、

こ
れ
ら
大
名
の
移
動
に
よ
っ
て
広
域
的
に
拡
散
し
て
い
っ
た
o
げ

(
四
)
関
ヶ
原
合
戦
と
諸
大
名
の
動
向

慶
長
三
年
(
一
五
九
八
年
)
八
月
、
病
床
に
あ
っ
た
豊
臣
秀
吉
は
、
子

秀
頼
の
将
来
に
不
安
を
抱
き
、
徳
川
家
康
ら
五
大
老
に
懇
々
と
後
事
に
託

し
、
ま
た
五
奉
行
に
も
忠
誠
を
誓
わ
せ
る
な
ど
し
た
が
、
な
お
募
る
不
安

の
中
で
六
十
三
才
の
生
涯
を
閉
じ
た
。
そ
の
生
存
中
に
あ
っ
て
は
武
将
聞

に
反
目
や
対
立
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
破
局
的
に
爆
発
す
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
し
か
し
秀
吉
が
こ
の
世
を
去
る
と
、
そ
の
反
目
や
対
立
は
に
わ
か

に
顕
在
化
し
て
い
っ
た
。
対
立
の
頂
点
は
武
断
派
(
領
国
派
と
も
い
う
)

の
第

一
人
者
徳
川
家
康
と
文
治
派
(
統
制
派
と
も
い
う
)
の
代
表
石
田
三

成
と
で
あ
っ
た
。
秀
吉
亡
き
後
の
武
将
聞
の
思
惑
も
絡
ん
で
、
石
田
三
成

は

一
時
家
康
の
保
護
を
求
め
た
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
両
者
が
同
盟
し
結

託
す
る
契
機
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
。
秀
吉
亡
き
後
の
家
康
は
、
何
と
言

っ
て
も
反
徳
川
勢
力
の
芽
を
可
能
な
限
り
摘
み
と
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

慶
長
五
年
六
月
、
家
康
が
会
津
の
上
杉
征
伐
を
企
て
て
軍
を
起
こ
し
て

自
ら
会
津
に
向
っ
た
の
は
そ
れ
で
あ
っ
た
。
こ
の
上
杉
征
伐
に
は
明
確
な

意
図
も
あ
っ
た
。
も
し
石
田
が
家
康
を
本
気
で
除
く
こ
と
を
考
え
て
い
る

と
す
る
な
ら
ば
、
上
杉
征
伐
に
発
っ
た
虚
を
突
い
て
挙
兵
す
る
か
も
知
れ

な
い
と
い
う
計
算
も
あ
っ
て
の
行
動
で
あ
っ
た
。
予
定
ど
う
り
石
田
=
一成

は
家
康
の
挑
発
に
乗
っ
て
き
た
。

反
家
康
勢
力
の
中
心
は
三
成
で
あ
っ
た
。
し
か
し
三
成
に
は
諸
大
名
の

反
感
も
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
か
ら
、
大
谷
吉
継
は
、
三
成
が
前
面
に
立
つ

こ
と
を
や
め
さ
せ
、
毛
利
輝
元
、
宇
喜
多
秀
家
ら
を
前
面
に
立
て
対
決
す

べ
き
で
あ
る
と
勧
め
た
。
そ
う
し
た
陣
容
を
整
え
、
慶
長
五
年
七
月
十
七

目
前
田
玄
以
、
増
田
長
盛
、
長
束
正
家
ら

=
一奉
行
の
連
署
で

「
違
背
十
三
ヵ
条
」
と

題
し
た
詰
問
状
を
家
康
に
突
き
付
け
た
。

上
杉
征
伐
に
出
発
し
た
家
康
は
、
こ
の

よ
う
な
石
田
陣
営
の
動
き
に
対
応
す
る
た

め
軍
議
を
開
き
、
引
き
返
し
て
東
海
道
、

中
山
道
を
西
に
向
け
て
出
発
し
た
。
両
陣

営
は
美
濃
関
ヶ
原
に
お
い
て
決
戦
を
す
る

の
で
あ
っ
た
。

慶
長
五
年
九
月
十
五
日
の

事
で
あ
る
。

家
康
と
三
成
の
関
ヶ
原
決
戦
が
、
天
下

分
け
目
の
合
戦
と
し
て
家
康
軍
が
圧
勝
し

た
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
ぜ

家
康
が
圧
勝
し
た
の
か
。
そ
の
一
一
つ
は
家
康
の
武
将
た
ち
の
期
待
感
で
あ
っ

た
。
つ
ま
り
家
康
が
三
河

・
遠
江

・
駿
河

・
甲
斐
・
信
濃
の
五
ヶ
国
支
配
か
ら

関
東
の
支
配
に
移
さ
れ
た
時
、
そ
れ
ま
で
五
ヵ
国
に
住
む
家
康
の
部
将
た

ち
も
関
東
に
移
さ
れ
た
が
、
部
将
た
ち
に
と
っ
て
は
そ
れ
に
よ
っ
て
恵
ま

れ
た
条
件
が
与
え
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か

っ
た
。
だ
か
ら
三
成
と
の
戦
い
で
も
し
勝

利
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
よ
り
豊

か
で
恵
ま
れ
た
条
件
が
与
え
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
と
精
一
杯
戦
い
、
勝
利
を
勝
ち
取
っ

た
の
だ
と
い
え
る
。

と
も
あ
れ
、
こ
う
し
た
関
ヶ
原
合
戦
に

臨
み
駿
河
や
遠
江
に
関
わ
り
の
あ
っ
た
武

将
た
ち
が
、
人
そ
れ
ぞ
れ
に
活
躍
し
た
の

も
興
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

関
ヶ
原
合
戦
に
圧
勝
し
た
家
康
は
、
自

分
に
加
勢
協
力
し
た
家
臣
に
対
し
て
論
功

行
賞
を
実
施
す
る
と
共
に
、
秀
吉
系
の
家
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臣
で
、
に
も
、

関
ヶ
原
合
戦
に
は
家
康
側
に
寄
っ
た
行
動
を
と
り
つ
つ
あ
っ
た
者

し
か
る
べ
き
論
功
行
賞
を
行
っ
た
o
侶

(
五
)
再
び
徳
川
氏
の
配
下
に
入
っ
た
遠
江
国

慶
長
五
年
(
一
六

O
O年
)
関
ヶ
原
の
合
戦
が
終
わ
る
と
、
遠
江
国
の

秀
吉
系
の
堀
尾
、
山
内
、
有
馬
の
各
大
名
は
米
子
・
土
佐
・
福
知
山
な
ど

に
転
封
さ
れ
、
代
わ
っ
て
浜
松
に
松
平
忠
頼
(
五
万
石
)
、
掛
川
に
松
平

定
勝
(
三
万
石
)
、
横
須
賀
に
大
須
賀
忠
政

・
重
勝

(
二
万
六
千
石
)
、

久
能
に
松
下
重
綱
(
一
万
六
千
石
)
ら
の
大
名
た
ち
が
配
置
さ
れ
る
と
と

も
に
、
こ
れ
ら
大
名
領
に
属
さ
な
い
村
々
は

一
括
し
て
天
領
に
一
編
入
さ
れ

た
ら
し
い

oω

掛
川
城
主
松
平
隠
岐
守
定
勝
(
十
一
代
城
主
・
慶
長
六
年
・

二
ハ

O
一

年
J
慶
長
十
二
年
・
一
六

O
七
年
)
は
、
童
名
長
福
三
郎
四
郎
、
隠
岐
守
~

従
五
位
下
、
従
四
位
下
、
左
少
将
、
母
は
水
野
右
衛
門
大
夫
忠
政
が
女
傍

通
院
御
方
(
家
康
生
母
)

0

永
禄
三
年
尾
張
国
智
多
郡
阿
古
居
に
生
る
。

天
正
十
二
年
六
月
十
六
日
尾
張
国
蟹
江
城
を
攻
め
ら
れ
た
時
、
先
登
し
て

御
感
を
受
け
る
。
天
正
十
八
年
九
月
十
日
下
総
国
香
取
郡
小
南
に
お
い
て
、

一
米
地
三
千
石
を
給
わ
り
、
か
つ
伊
東
庄
右
衛
門
定
政
を
附
属
ぜ
ら
れ
た
。

慶
長
六
年
二
月
小
南
を
あ
ら
た
め
ら
れ
、
加
増
あ
っ
て
遠
江
国
掛
川
城
を

与
え
ら
れ
、一
二
万
石
を
領
し
、
五
月
十

一
日
従
五
位
下
隠
岐
守
に
叙
任
せ

ら
れ
た
。
十
月
東
照
宮
伏
見
よ
り
関
東
に
御
下
向
の
時
、
居
城
を
訪
ね
て
、

白
銀
綿
等
若
干
を
賜
わ
っ
た
。
七
年
紀
伊
大
納
言
頼
宣
生
誕
の
時
、
定
勝

が
童
名
を
譲
り
賜
う
む
ね
東
照
宮
の
お
お
せ
を
受
け
る
。
こ
の
時
停
通
院

の
御
方
の
御
遺
品
を
賜
い
、
御
小
袖
は
今
も
な
お
残
っ
て

い
る
。

十
年
九
月
東
照
宮
(
家
康
)
京
都
よ
り
の
帰
途
、
ま
た
掛
川
城
に
寄
り
、

定
勝
に
会
い
「
汝
の
男
子
も
成
長
し
た
。
島
津
家
浅
野
家
が
、
汝
と
親
類

に
な
ろ
う
と
請
う
て
い
る
か
ら
、
嫡
男
河
内
守
定
行
が
た
め
に
島
津
家
久

の
養
女
を
め
と
り
、
又
二
男
越
中
守
定
綱
は
浅
野
長
政
の
女
と
婚
儀
を
む

す
ぶ
様
に
」
す
す
め
た
。
十
二
年
四
月
二
十
九
日
台
徳
院
の
仰
せ
を
う
け

た
ま
わ
り
、
伏
見
城
代
と
な
っ
た
。
こ
の
時
五
万
石
の
地
を
賜
わ
り
掛
川

領
地
三
万
石
は
嫡
子
定
行
に
賜
わ
っ
た
。
定
勝
駿
府
に
行
き
思
遇
を
受
け

た
こ
と
を
謝
し
た
て
ま
つ
る
。
家
康
は
、
伏
見
は
天
下
枢
要
の
地
で
あ
る

か
ら
若
し
不
慮
の
事
が
あ
っ
た
か
ら
汝
は
固
く
城
を
守
っ
て
怠
っ
て
は
い

け
な
い
。
又
掛
川
は
休
養
の
処
で
あ
る
か
ら
定
行
並
に
一
家
の
人
達
を
置

く
。
」
と
い
い
。
こ
の
時
御
服
御
鎧
及
び
朱
の
采
幣
青
具
柄
の
鎗
二
本
十

文
字
の
鎗
を
拝
賜
し
、

か
つ
伏
見
の
近
郷
に
し
て
鷹
場
を
賜
う
。
十
三
年

十

一
月
家
康
御
入
洛
の
と
き
、
定
勝
が
領
地
を
あ
ら
た
め
ら
れ
、
伏
見
の

ほ
と
り
に
し
て
、
材
木
柴
薪
に
た
よ
り
あ
る
の
地
一
万
石
、
近
江
国
滋
賀

高
嶋
二
郡
の
う
ち
に
お
い
て
、
自
由
の
地
四
万
石
を
賜
わ
り
。
十
九
年
大

阪
御
陣
の
と
き
、
伏
見
城
に
あ
っ
て
敵
兵
河
内
和
泉
等
へ
往
来
の
道
路
を

断
っ
た
。
元
和
元
年
の
役
に
は
、
二
条
城
を
守
る
。
同
六
月
十
九
日
従
四

位
下
に
昇
る
。
寛
永
元
年
(
一
六
二
四
年
)
三
月
十
四
日
桑
名
に
て
没
す
。

年
六
十
九
才
o
加
(
※
定
勝
の
=
一人
の
子
供
の
内
の
二
人
定
行

・
定
綱
に
は

定
友
(
定
士
口
)
と
い
う
兄
が
い
た
。
こ
の
兄
の
伝
説
が
、
掛
川
城
の
周
辺

に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
慶
長
八
年
家
康
が
京
都
か
ら
の
帰

途
掛
川
の
定
勝
の
と
こ
ろ
に
立
ち
寄
っ
た
。
家
康
が
休
息
し
て
い
た
と
こ

ろ
に
突
然

一
羽
の
鷺
が
飛
ん
で
来
た
。
定
友
は
鷺
を
見
る
と
さ
っ
そ
く
家

来
に
命
じ
て
弓
を
取
ら
せ
、
自
ら
弓
を
ひ
い
て
鷺
を
討
ち
落
と
し
た
。
家

康
は
こ
れ
を
見
て
定
友
を
賞
め
る
ど
こ
ろ
か
、
厳
し
く
そ
の
行
為
を
戒
め

た
。
理
由
は
、
武
将
た
る
者
が
公
衆
の
面
前
で
事
を
す
る
と
き
、
成
功
す

れ
ば
と
も
か
く
失
敗
で
も
す
れ
ば
た
い
へ
ん
な
笑
い
も
の
に
な
る
。
だ
か

ら
血
気
に
は
や
っ
て
、
そ
ん
な
こ
と
を
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
の
が
趣
旨

で
あ
っ
た
。

こ
の
戒
を
聞
い
た
定
友
は
、
家
康
は
自
分
を
領
主
と
な
る
器

で
は
な
い
と
断
定
を
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
込
み
、
と
う
と
う
自
殺

を
し
て
し
ま
っ
た
。
生
前
の
定
友
を
し
た
っ
て
殉
死
す
る
者
も
多
か
っ
た

と
言
わ
れ
、

そ
れ
ら
を
合
わ
せ
て
「
遠
江
塚
」
を
つ
く
っ
た
。
掛
川
城
下

の
真
如
寺
に
は
定
友
の
追
善
供
養
塔
が
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
家
康
の
領
主

と
し
て
の
帝
王
学
で
あ
る
。
)
加

松
平
河
内
守
定
行
(
十
二
代
城
主
・
慶
長
十
二
年

・
一
六

O
七
年
J
元

和
三
年
・
二
ハ
一
七
年
)

初
定
重
、
千
松
、
後
刑
部
、
河
内
守
、
隠
岐

円
ベ
U

門
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守
、
従
五
位
下
、
従
四
位
下
、
待
従
号
は
勝
山
、
母
は
奥
平
六
郎
左
衛
門

貞
昌
二
男
久
兵
衛
貞
女
の
女
で
あ
る
。
天
正
十
五
年
二
五
八
七
年
)
三

河
圏
西
郡
に
生
ま
れ
る
。
家
康
の
こ
と
ば
に
よ
り
広
忠
の
幼
名
千
松
を
以

て
童
名
と
し
た
。
慶
長
大
年
十
月
家
康
が
掛
川
誠
に
来
た
時
初
め
て
謁
し

た
。
七
年
伝
通
院
に
従
っ
て
上
洛
し
、
伏
見
に
至
っ
て
か
ら
側
近
と
し
て

仕
え
た
。
慶
長
十
二
年
四
月
二
十
九
日
父
定
勝
が
伏
見
の
城
代
に
補
せ
ら

れ
た
の
に
よ
り
掛
川
城
を
た
ま
わ
っ
て
三
万
石
を
領
し
た
。
同
年
十
一
月

家
康
が
遠
江
国
中
泉
で
放
鷹
し
た
時
掛
川
城
に
入
り
、
白
銀
綿
を
賜
わ
っ

た
。
十
九
年
大
阪
の
障
の
時
諸
勢
に
さ
き
が
け
京
都
に
入
り
父
と
共
に
伏

見
を
守
り
、
元
和
元
年

C
六
一
五
年
)
夏
の
役
に
父
定
勝
は
二
条
城
を

守
り
定
行
は
伏
見
城
を
守
っ
た
。
元
和
三
年
父
定
勝
に
従
い
桑
名
城
に
移

っ
た
。
そ
の
後
、
侍
従
に
な
り
、
伊
予
国
松
山
城
に
移
っ
て
十
五
万
石
を

領
し
た
。
万
治
八
年
(
一
六
五
八
年
)
十
月
十
九
日
松
山
に
て
没
す
。
時

に
八
十
二
才
o
仰

安
藤
帯
万
直
次
(
十
三
代
城
主
・
元
和
三
年
・
二
ハ
一
七
年

1
元
和
五

年
・
二
ハ
一
九
年
)
元
和
三
年
二
月
掛
川
城
を
賜
わ
っ
た
。

直
次
は
駿
遠

二
州
の
大
守
徳
川
頼
宣
の
家
老
で
あ
る
。
直
次
は
幼
い
時
よ
り
家
康
に
近

侍
し
一
死
亀
元
年
六
月
二
十
八
日
姉
川
合
戦
に
従
い
、
浅
井
長
政
の
兵
数
十

騎
が
大
寄
山
よ
り
乗
り
下
り
、
織
田
右
府
の
本
陣
を
う
か
が
わ
ん
と
す
る

を
見
て
、
機
を
逸
せ
ず
大
久
保
忠
隣
と
同
じ
く
速
か
に
馳
せ
参
じ
て
、
こ

れ
を
討
ち
首
級
を
得
た
。
更
に
両
軍
が
接
戦
す
る
に
及
ん
で
又
首
級
一
つ

を
得
た
。
天
正
二
年
四
月
遠
江
国
乾
山
家
に
一
按
が
起
っ
て
勝
坂
に
集
っ

た
。
家
康
が
随
雲
に
出
陣
し
た
時
雨
が
数
日
ふ
り
、
俄
に
洪
水
と
な
っ
て

糧
道
が
通
ぜ
ず
、
時
に
直
次
は
携
え
た
兵
糧
を
献
じ
て
、
己
が
軍
の
空
腹

も
か
え
り
見
な
か
っ
た
。
三
年
五
月
二
十
一
日
長
篠
の
役
に
供
奉
し
軍
功

が
あ
っ
た
。
天
正
十
二
年
長
久
手
の
戦
に
功
あ
り
、
天
正
十
九
年
五
月
十

七
日
加
恩
あ
り
、
天
正
十
九
年
大
阪
の
役
に
頼
宣
に
従
っ
て
功
労
が
あ
り
、

元
和
三
年
頼
宣
は
台
徳
院
の
意
向
に
よ
り
直
次
を
遠
江
国
掛
川
城
主
と
し
、

一
万
石
を
加
え
、
二
万
石
余
を
領
し
た
。
寛
永
十
二
年
五
月
十
三
日
没
す
。

八
十
二
才
。
凶

天
正
十
九
年
大
阪
の
役
の
時
、
大
大
名
に
昇
進
し
た
ば
か
り
の
頼
宣
は

整
っ
た
軍
事
組
織
が
整
備
さ
れ
て
い
る
は
ず
が
な
か
っ
た
。
こ
ん
な
時
、

頼
宣
の
付
家
老
と
な
っ
て
い
た
直
次
は
、
北
遠
地
方
で
当
時
な
お
残
る
兵

農
未
分
離
の
郷
村
組
織
に
働
き
か
け
、
そ
れ
を
動
員
す
る
こ
と
に
よ
っ

て

当
面
の
体
裁
を
つ
く
ろ
う
と
し
た
。
川
出
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※
掛
川
城
主
の
実
績
と
い
う
こ
と
で
書
き
は
じ
め
た
が
序
説
に
紙
数

を
と
ら
れ
て
し
ま
い
太
田
氏
に
ま
で
は
程
遠
い
と
こ
ろ
で
お
わ
っ

て
し
ま
っ
た
。
こ
の
続
き
は
後
日
、
機
会
を
み
て
書
い
て
み
た
い
。

お
待
ち
い
た
だ
い
た
セ
ン
タ
ー
の
方
々
に
感
謝
し
た
い
。
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